
（17）

農
業
収
穫
体
験

問
産
業
課（
野
木
町
認
定
農
業
者
協

　

議
会
事
務
局
）　
　

　

撒（
57
）４
１
５
１

日
２
月
15
日（
土
）10
時
～　

所
中
之
内
公
民
館
東
側
ハ
ウ
ス

容
ミ
ニ
ト
マ
ト
収
穫
体
験

対
町
内
在
住
者　

定
先
着
15
家
族

儡
１
家
族　

５
０
０
円

※
中
学
生
以
下
だ
け
で
の
参
加
は
不
可

申
１
月
14
日（
火
）～
31
日（
金
）　

　

参
加
料
を
添
え
て
問
合
せ
先
へ

※
申
込
時
に
詳
し
い
案
内
を
配
付
し

　

ま
す
。

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
ソ
ー
ス

づ
く
り
講
習
会

問
産
業
課　
　

撒（
57
）４
１
５
１

日
２
月
14
日（
金
）９
時
～
13
時

所
町
農
産
物
加
工
施
設

対
町
内
在
住
者　

定
先
着
15
名

儡
２
５
０
０
円
（
材
料
費
、
軽
食
代
、

　

容
器
代
、
保
険
代
等
）

【
持
ち
物
】　

エ
プ
ロ
ン
・
マ
ス
ク
・

　

三
角
巾
・
長
靴
（
き
れ
い
に
洗
っ

　

た
も
の
）

【
そ
の
他
】　

５
０
０
cc
の
ペ
ッ
ト
ボ

　

ト
ル
に
５
本
程
度
お
持
ち
帰
り
出

　

来
ま
す
。

申
１
月
８
日（
水
）～
17
日（
金
）

　

参
加
費
を
添
え
て
町
産
業
課
へ

農
作
業
等
に
伴
う
道
路
の

泥
、砂
汚
れ
防
止
に
つ
い
て

問
産
業
課　
　

撒（
57
）４
１
５
１　

　

農
機
具
等
で
の
農
作
業
の
際
、
田

や
畑
か
ら
公
道
へ
出
る
場
合
に
は
、

必
ず
田
や
畑
内
で
泥
を
落
と
し
て
か

ら
走
行
す
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。ま
た
、強
風
に
よ
り
道
路
に
農
地

の
砂
が
溜
ま
っ
た
場
合
に
も
、
清
掃

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
こ
う
し
た

こ
と
は
、
交
通
の
妨
げ
や
、
排
水
路

の
つ
ま
る
原
因
と
な
る
場
合
が
あ
り

大
変
危
険
で
す
。

　

や
む
を
得
ず
道
路
を
汚
し
て
し

ま
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
清
掃
す

る
な
ど
、
道
路
利
用
者
が
安
全
に
利

用
で
き
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

「
残
っ
た
ご
飯
で
簡
単
！
お
ひ
と
り

様
ド
リ
ア
づ
く
り
」参
加
者
募
集

問
農
村
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
協
議
会

　

事
務
局（
町
産
業
課
内
）　

　

撒（
57
）４
１
５
１　

　

農
村
生
活
研
究
グ
ル
ー
プ
協
議
会

で
は
、地
産
地
消
・
食
育
の
推
進
を
め

ざ
し
料
理
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
１
月
25
日（
土
）　

10
時
～
13
時

所
町
公
民
館　

調
理
室

容
ド
リ
ア
・
デ
ザ
ー
ト
づ
く
り

対
野
木
町
在
住
・
在
勤
者

対
16
名

儡
５
０
０
円（
材
料
費
等
）

【
持
参
す
る
も
の
】

　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、
マ
ス
ク
、　

　

筆
記
用
具

申
１
月
８
日（
水
）～
17
日（
金
）　
　

　

参
加
料
を
添
え
て
、町
産
業
課
へ

野
木
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
は
２
月
末
で
使

え
な
く
な
り
ま
す
!!

問
産
業
課　
　
　

撒（
５７
）４
２
４
０

　

非
課
税
者
と
子
育
て
世
帯
を
対
象

と
し
た
、
野
木
町
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
の
有
効
期
限
は
、
令
和
２
年
２

月
29
日（
土
）ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

有
効
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
使
え
な

く
な
る
の
で
、
お
早
め
に
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

公
共
下
水
道
へ
の　
　

接
続
を
お
願
い
し
ま
す

問
上
下
水
道
課　

撒（
57
）４
１
４
７

　

下
水
道
管
が
整
備
さ
れ
た
区
域
で

は
、
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
未
接

続
の
世
帯
等
は
、
速
や
か
に
接
続
を

お
願
い
し
ま
す
。接
続
工
事
は
、町
の

指
定
を
受
け
た
指
定
工
事
店
に
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。

～
井
戸
水
を
使
用
の
方
へ
～　
　
　
　

下
水
道
使
用
料
及
び
農

業
集
落
排
水
使
用
料
に

つ
い
て　
　
　
　
　
　

問
上
下
水
道
課　

撒（
57
）４
１
４
７

　

公
共
下
水
道
及
び
農
業
集
落
排
水

を
使
用
の
場
合
、井
戸
水
の
排
水
量
は

使
用
人
数
１
人
に
つ
き
１
ケ
月
６
立

方
メ
ー
ト
ル
で
算
定
し
ま
す
。

　

ま
た
、井
戸
水
と
水
道
を
併
用
し
て

い
る
場
合
は
、い
ず
れ
か
多
い
方
の
水

量
を
排
水
量
と
し
て
算
定
し
ま
す
。

　

使
用
を
始
め
て
か
ら
変
更
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
か
。
使
用
料
を
算
定
す
る

基
準
に
な
り
ま
す
の
で
、
次
の
よ
う

な
と
き
は
、届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
使
用
人
数
に
変
更
が
あ
る
と
き

※
新
た
に
上
水
道
を
使
用
す
る
と
き

お知らせ


